
 
社保通信をお届けします。 P1 ...........検討委員会からのお知らせ 

P2 ...........社保の窓 疑義解釈（その 62） 

※この資料は、岡山県歯科医師会社会保険部検討委員会からの伝達事項です。 

 
 

～オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の時限的特例措置終了～ 
 

 オンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、令和５年４月から 12 月まで（９か月間）

下記の特例措置が時限的に適用されていましたが、令和６年１月からは従来の点数算定となります。 

 

区     分 
マイナンバー 

カード 

特例措置 

令和５年４～12 月 
令和６年１月～ 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算１ 初診 利用しない ６点 ４点 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算２ 初診 利用する ２点 ２点 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算３ 再診 

利用しない 
２点 

（１月に１回） 

算定が 

なくなります 

利用する － － 

 

 

～医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の時限的特例措置終了～ 
 

医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域に

おける協力促進などの観点から、保険医療機関・保険薬局に対する加算について、特例措置が

講じられていましたが、令和６年１月からは従来の点数算定となります。 

 

区         分 
特例措置 

令和５年４～12 月 
令和６年１月～ 

処方箋料の関係 

一 般 名 処 方 加 算 １ 

一 般 名 処 方 加 算 ２ 

 

９点 

７点 

 

７点 

５点 

処方料の関係 

外来後発医薬品使用体制加算１（90％以上） 

外来後発医薬品使用体制加算２（85％以上） 

外来後発医薬品使用体制加算３（75％以上） 

 

７点 

６点 

４点 

 

５点 

４点 

２点 

 



 

 
 
 

社 保 の 窓 
2023 年（令和 5 年）12 月 18 日発 №256 

 

疑 義 解 釈 （ そ の 62 ） 

 

問１ （略） 

 

 

 

問２ 

 

区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料（Ⅴ）を大臼歯に

対して使用した場合、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となるか。 

 

(答) 

 

 

対象となる。ただし、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対して、

CAD/CAM 冠用材料（Ⅴ）を大臼歯に対して使用した場合は区分番号「M000-2」に

掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知（４）のロの通り、対象とならない。 

 

 

 

問３ 

 

 

区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料（Ⅴ）を使用する

場合、現在、保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれも使用できるか。

また、区分番号「M005」装着の注１の内面処理加算１は算定できるか。 

 

(答) 

 

 

 

 

 

 

 

保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれも使用できる。なお、装着に際しては、

歯質に対する接着力を向上させるためにサンドブラスト処理及びプライマー処理を確実に

行った上で、接着性レジンセメントを用いること。その際、区分番号「M005」装着の注１の

内面処理加算１は算定可能である。 

 

※参考 

「PEEK 冠に関する基本的な考え方」（公益社団法人日本補綴歯科学会） 

https://www.hotetsu.com/c_2006.html 

 


